
未来へつなぐ しが文化活動応援事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 未来へつなぐ しが文化活動応援事業補助金（以下｢補助金｣という。）の交付については、滋

賀県補助金等交付規則（昭和48年滋賀県規則第９号。以下｢規則｣という。）に規定するもののほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う活動の自粛等により、公演、展覧会等

活動機会を失した者または縮小等を余儀なくされた文化活動関係者が行う、感染症対策を実施しなが

ら再開する文化活動に対して補助することにより、文化芸術活動の継続を支援することを目的とする。 

 

（補助の対象となる者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる者は、次のすべてに該当する者（以下「補助事業者」という。）

とする。 

 （１） 住所または活動の拠点が滋賀県内にある個人または団体 

 （２） 収入を伴う文化活動の実績があり、現にそれと同等の活動を行っている者 

（３） 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和２年２月26日以降、公演や展覧会等活動

機会を失した者 

 

（補助の対象となる事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次のすべてに該当する

活動であって、県内で行われるものとする。 

（１） 文化芸術基本法第８条から第12条に列挙された分野の文化活動において、企画・制作・実施

等に関わる活動 

（２） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底したうえで、広く一般に公開される活動 

 （３） 前各号に掲げるもののほか、公益財団法人びわ湖芸術文化財団 理事長（以下「理事長」とい        

う。）が必要と認める活動 

 

（補助対象経費等） 

第５条 補助対象経費の区分、補助率および補助限度額は、別表のとおりとする。 

 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費から国および市町村等の補助金を減じた額に補助率を乗じて得た

額、および補助限度額を比較していずれか少ない額を限度とする。 

２ 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助の期間） 

第７条 この補助金の補助対象期間は、令和２年７月17日から令和３年１月17日までに実施する事業と



する。 

 

（交付申請） 

第８条 補助事業者は、規則第３条の規定による交付申請書（様式１）を、別に定める日までに理事長

に提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第９条 理事長は、前条に規定する交付申請書を受理した場合は、事業の内容を審査し、補助金を交付

することが適当と認めるときは、補助金交付決定通知書（様式２）を補助事業者に送付するものとす

る。 

 

（事業の変更） 

第10条 理事長は、前条により交付決定した内容について、補助事業の内容および遂行に影響を及ぼさ

ない範囲で、交付対象の規格、仕様の変更、その他補助事業の軽微な内容の変更を行う場合以外、変

更は認めない。 

 

（補助事業の中止または廃止） 

第11条 補助事業者は、補助事業を中止または廃止しようとするときは、補助事業中止・廃止承認申請

書（様式３）を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日（前条の規定による中止または廃止の

承認を受けた日）から起算して30日を経過した日、または令和３年１月31日のいずれか早い日までに

規則第12条に規定する実績報告書（様式４）に成果物および関係書類を添えて理事長に提出しなけれ

ばならない。 

 

２ 前項の実績報告を行うにあたって、当該補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額

が明らかな場合には、当該消費税および地方消費税に係る仕入控除額を減額して報告しなければなら

ない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第13条 理事長は、前条の報告を受けた場合は、実績報告書等の書類の審査および、必要に応じて現地

調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容（第10条に基づく承認

をした場合は、その承認の内容）に適合すると認めたときは、規則第13条に規定する交付すべき補助

金の額を確定し、補助金の額の確定通知書（様式５）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書（様式６）を理事長に提出

しなければならない。 



２ 理事長は、補助事業を遂行するために必要があると認めるときは、補助金の一部を概算払により交

付することができる。 

３ 理事長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の補助金の返還期限は、当該命令の日から30日以内とし、期限内に納付しない場合は、未納に

係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年2.6％の割合で遅延利息の支払いを請求すること

ができる。 

 

（書類の整備） 

第15条 補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類

を整理し、かつ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなけれ

ばならない。 

 

（消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第16条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税お

よび地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴い、実績報告書に変更が生じた場合には、消費税額お

よび地方消費税額の額の確定に伴う報告書（様式７）により速やかに理事長に報告しなければならな

い。 

 

２ 理事長は、前項の報告があった場合には、当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の全額

または一部の返還を命じることができる。 

 

（補助企業の公表） 

第17条 理事長は、必要と認めるときは、補助事業者の名称、代表者名、補助事業の内容等について公

表することができる。 

 

（標準処理期間） 

第18条 規則第４条に規定する補助金等の交付の決定、規則第８条に規定する変更（中止・廃止）の承

認および規則第13条に規定する補助金の額の確定は、申請または報告があった日から起算して30日以

内に行うものとする。 

 

（その他） 

第19条 規則およびこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に必要な事項については、理事長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年７月 17日から施行する。  



別表（第５条関係） 

補助対象経費 
補助率・補助限度額 

区分 内訳（例） 

賃金 

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために、補助事業

期間中に雇用した者の人件費 

事務整理等賃金、会場整理等賃金、作業員賃金、労災保

険料 等 

※臨時に雇用する場合に限る。 

補助率：４分の３以内 

 

補助限度額： 

ア 感染症防止対策経費： 

100 千円 

イ 文化活動経費： 

100 千円 

諸謝金 

事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専

門家等に謝礼として支払われる経費 

公演等出演料、作曲料、編曲料、作詞料、訳詞料、音楽

制作料、音楽編集料、調律料、写譜料、楽譜制作料、演

出料、監修料、振付料、舞台監督料、音響・照明プラン

料、演出等助手料、舞台美術・衣装等デザイン料、脚本

料、翻訳料、字幕制作費、原稿執筆謝金、原作料、企画

制作料、舞台スタッフ費、映写技師謝金、講師等謝金、

会議出席謝金、指導謝金 等 

旅費 
事業の遂行に必要な移動・宿泊に係る経費 

国際航空賃、国内交通費、宿泊費 等 

借損料 

事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料

として支払われる経費や施設使用料 

楽器借料、楽譜借料、著作権使用料、機材借料、作品借

料、映写機材借料、同時通訳関連機器借料、会場使用料

（付帯設備費を含む） 等 

消耗品費 

事業を遂行する上で必要不可欠な物品の購入費 

消耗品購入費（マスク・消毒液等購入費）、小道具費、衣

装費、作品保険料、傷害保険料 等 

※税込 10 万円未満のものに限る。 

通信運搬費 

事業実施に必要な機材等の運搬のために支払われる発送

費または運搬費 

道具運搬費、楽器運搬費、作品運搬費、郵送料 等 

雑役務費 

事業遂行に必要な専門的な知識・技能等に基づく業務を第

三者に外注するために支払われる経費 

広告宣伝費、入場券等販売手数料、立看板費、会場設営

費（アクリル板等施工費）、印刷製本費、託児謝金、請負

費 等 

 



様式１（第８条関係）

令和 年 月 日

公益財団法人びわ湖芸術文化財団

　理事長　山中　隆　様

所在地（住所）〒 －

申請者(団体)名

代表者　職・氏名 印

1

2

3

4

◯収入を伴う過去の活動実績がわかる資料
◯新型コロナウイルス感染症の感染拡大により活動機会が失われたことがわかる資料
◯誓約書（別紙４）

6

名

〒 －

年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月
年 月

7

〒 －

－

住所 (住所)

事務連絡先

担当者氏名

新型コロナウイルス
感染症の感染拡大に
より失われた活動機

会

（以下、事務局記入欄）

TEL FAX

E-mail

整理番号

収入を伴う
過去の活動実績

※最新のものから
記載すること。

申請者（団体）概要

どちらかにチェック✓

個人□　団体□

（ふりがな）

団体構成員氏名
※２名以上の場合は
「、」で分けるこ

と。

団体構成員数

活動拠点（住所） (住所)

申請者（団体）名

事業計画 　別紙１のとおり

事業収支予算 　別紙２のとおり

5 添付資料

補助金交付申請額 　別紙１「２　補助金交付申請額」（G）欄および(G')欄の合計のとおり

未来へつなぐ　しが文化活動応援事業補助金交付申請書

　未来へつなぐ　しが文化活動応援事業補助金交付要綱に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。
なお、記載する内容に虚偽はありません。

記

（ふりがな）

事業名称



1

年 月 日( )～ 年 月 日( )

2 補助金交付申請額 円 （G+G'）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

注 1 （A）欄（A'）欄は、別紙２の「補助対象経費計（a）」欄の額を記入してください。
2 （B）欄（B'）欄は、別紙２の「自己収入計（b）」欄の額を記入してください。
3 （D）欄（D'）欄は、１円未満の端数を切り捨てた額を記入してください。

4 （G）欄（G'）欄は、（F）欄（F'）欄の額の1,000円未満を切り捨てた額を記入してください。

整理番号 －

事業名称

様式１（別紙１）

事業計画書

事業内容等

（ふりがな）

事業内容

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

②文化活動の内容（活動の展開方法、内容の詳細、一般に広く公開する方法）

文化活動分野

活動期間 令和 令和

活動場所

県に提供予定の成果物

交付申請額計：

◯感染症防止対策経費

補助対象経費 （A）

自己収入 （B）

差引額（A-B） （C）

（C）×補助率（３／４） （D）

補助限度額 （E） 100,000

（D）と（E）のいずれか少ない額 （F）

補助金交付申請額 （G）

◯文化活動経費

補助対象経費 （A'）

自己収入 （B'）

差引額（A'-B'） （C'）

（C'）×補助率（３／４） （D'）

補助限度額 （E'） 100,000

（D'）と（E'）のいずれか少ない額 （F'）

補助金交付申請額 （G'）



様式１（別紙２）

【 事業収支予算書 】

（収入の部） （単位：円）

感染症防止対策経費 文化活動経費
申請額
合   計

補助金・助成金

寄附金・協賛金

自己収入計（b）

（支出の部） （単位：円）

感染症防止対策経費 文化活動経費
申請額
合   計

賃金

諸謝金

旅費

借損料

消耗品費

通信運搬費

雑役務費

補助対象経費計（a）

賃金

諸謝金

旅費

借損料

消耗品費

通信運搬費

雑役務費

その他

補助対象外経費計

整理番号 －

合計

区　　　　　　　　　分

区　　　　　　　　　分

その他収入

県補助額

合   計（Ｂ）

自
己
収
入

補
助
対
象
経
費

補
助
対
象
外
経
費



様式１（別紙３）

【 事業収支予算書 内訳（感染症防止対策経費） 】 

補助対象外経費計

（支出の部） （単位：円）

区分 内　　訳 （単価） × （数量） （単位） × （数量） （単位） ＝ (金額)
補助

対象外

整理番号 －

支出合計補助対象経費計

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

27

28

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

58

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57



様式１（別紙３）

【 事業収支予算書 内訳（感染症防止対策経費） 】 

（収入の部） （単位：円）

内　　訳 （単価） × （数量） （単位） × （数量） （単位） ＝ (金額)

未来へつなぐ　しが文化活動応援事業

整理番号 －

県補助額

区分

その他収入

収入合計

13

14

15

No.

17

18

19

20

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



様式１（別紙３）

【 事業収支予算書 内訳（文化活動経費） 】 

補助対象外経費計

（支出の部） （単位：円）

区分 内　　訳 （単価） × （数量） （単位） × （数量） （単位） ＝ (金額)
補助

対象外

整理番号 －

55

56

57

58

49

50

51

52

53

54

43

44

45

46

47

48

37

38

39

40

41

42

31

32

33

34

35

36

11

12

25

26

27

28

29

30

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

補助対象経費計 支出合計

No.

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10



様式１（別紙３）

【 事業収支予算書 内訳（文化活動経費） 】 

（収入の部） （単位：円）

内　　訳 （単価） × （数量） （単位） × （数量） （単位） ＝ (金額)

未来へつなぐ　しが文化活動応援事業

整理番号 －

20 その他収入

17

18

19 県補助額

14

15

16

11

12

13

8

9

10

5

6

7

2

3

4

収入合計

No. 区分

1



様式１（別紙４）

誓　　　　　　　約　　　　　　　書

記

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

令和 年 月 日

公益財団法人びわ湖芸術文化財団

　理事長　山中　隆　様

㊞

年 月 日

　暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直
接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

　私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力
団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知し
たうえで、下記の事項について誓約します。
　なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意
します。

１　私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。

　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。
以下「法」という。) 第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

　暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

　自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える
目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者

　暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

　上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不
当に利用するなどしている者

２　１の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体
　または個人ではありません。

〔法人、団体にあっては事務所所在地〕

住 所 ：

生 年 月 日 ： （明治・大正・昭和・平成）

〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕

（ ふ り が な ）

氏 名 ：

〔代表者の生年月日・性別〕



 

様式２（第９条関係）  

び 芸 本 第  号 

令和２年 月 日 

 

（申請者(団体)名）  

  （代表者  職  氏名） 様  

 

 

公益財団法人びわ湖芸術文化財団  

理事長 山中 隆     

 

未来へつなぐ しが文化活動応援事業補助金の交付決定について 

 

 

このことについて、滋賀県補助金等交付規則第４条および未来へつなぐ  しが文化活

動応援事業補助金交付要綱に基づき、滋賀県知事が下記のとおり交付することに決定し

たので通知します。  

 

 

記  

 

事業番号   

事業名称   

交付決定額  金             円  

 
うち、感染症防止対策経費 金        円  

文化活動経費    金        円  

 

 



様式３（第 11条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人びわ湖芸術文化財団 

理事長 山中 隆 様 

 

申請者（団体） 所在地（〒） 

           （住所） 

名称 

代表者 職・氏名            印 

 

 

未来へつなぐ しが文化活動応援事業（ 中止 ・ 廃止 ）承認申請書 

 

令和 年 月 日付び芸本第  号により交付決定のあった上記事業を下記のとおり（ 中止 ・ 廃

止）したいので、未来へつなぐ しが文化活動応援事業補助金交付要綱に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１ 事業番号    

 

２ 事業名称    

 

３ 中止・廃止の理由   

 

４ その他  ①または②を選択し、□を■にしてください。 

 

□ ① 新型コロナウイルス感染症の影響で事業を（中止・廃止）としたいため、以下の資

料を提出いたします。 

         ・実績報告書 

         ・成果物 

 

□ ② 新型コロナウイルス感染症の影響とは関係なく事業を（中止・廃止）としたいため、

補助金交付決定通知の廃止を求めます。 



様式４-１（第12条関係）

令和 年 月 日

公益財団法人びわ湖芸術文化財団

　理事長　山中　隆　様

所在地（住所）〒 －

申請者(団体)名

代表者　職・氏名 印

令和 年 月

1

2

3

4 令和 年 月 日( )～令和 年 月 日( )

5

6

7

整理番号 －
（以下、事務局記入欄）

８ 事業実績内容

①実施した新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の内容

②文化活動の内容（活動の展開実績、内容の詳細、公開した内容および方法）

③活動場所

④提出する成果物（県HP等で公開可能なもの）

　「９　補助金確定額（精算額）」のとおり

施しましたので、未来へつなぐ　しが文化活動応援事業補助金交付要綱に基づき、報告します。
　なお、記載する内容に虚偽はありません。

日付び芸本第 号により交付決定のあった上記事業について、下記のとおり実

事業収支決算 　別紙１のとおり

未来へつなぐ　しが文化活動応援事業補助金実績報告書

事業実績 　「８　事業実績内容」のとおり

記

事業番号

（ふりがな）

事業名称

文化活動分野

活動期間

補助金の交付決定額



9 補助金確定額（精算額） 円 （G+G'）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

注 1 （A）欄（A'）欄は、別紙２の「補助対象経費計（a）」欄の額を記入してください。
2 （B）欄（B'）欄は、別紙２の「自己収入計（b）」欄の額を記入してください。
3 （D）欄（D'）欄は、１円未満の端数を切り捨てた額を記入してください。

4 （G）欄（G'）欄は、（F）欄（F'）欄の額の1,000円未満を切り捨てた額を記入してください。

10 事務連絡先

〒 －

整理番号 －

様式４-２（第12条関係）

事業実績報告書

確定額計： 0

◯感染症防止対策経費

補助対象経費 （A） 0

自己収入 （B） 0

差引額（A-B） （C） 0

（C）×補助率（３／４） （D） 0

補助限度額 （E） 100,000

（D）と（E）のいずれか少ない額 （F） 0

補助金確定額 （G） 0

◯文化活動経費

補助対象経費 （A'） 0

補助金既受領済額

精算額（G－H）

（H）

（I） 0

自己収入 （B'） 0

差引額（A'-B'） （C'） 0

（C'）×補助率（３／４） （D'） 0

補助限度額 （E'） 100,000

（D'）と（E'）のいずれか少ない額 （F'） 0

補助金確定額 （G'） 0

補助金既受領済額 （H'）

精算額（G'－H'） （I'） 0

担当者氏名

住所 (住所)

TEL FAX

E-mail



様式４（別紙１）

【 事業収支決算書 】

（収入の部） （単位：円）

感染症防止対策経費 文化活動経費
申請額
合   計

補助金・助成金 0 0 0

寄附金・協賛金 0 0 0

自己収入計（b） 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

（支出の部） （単位：円）

感染症防止対策経費 文化活動経費
申請額
合   計

賃金 0 0 0

諸謝金 0 0 0

旅費 0 0 0

借損料 0 0 0

消耗品費 0 0 0

通信運搬費 0 0 0

雑役務費 0 0 0

補助対象経費計（a） 0 0 0

賃金 0 0 0

諸謝金 0 0 0

旅費 0 0 0

借損料 0 0 0

消耗品費 0 0 0

通信運搬費 0 0 0

雑役務費 0 0 0

その他 0 0 0

補助対象外経費計 0 0 0

0 0 0

整理番号 －

合計

区　　　　　　　　　分

区　　　　　　　　　分

その他収入

県補助額

合   計（Ｂ）

自
己
収
入

補
助
対
象
経
費

補
助
対
象
外
経
費



様式４（別紙２）

【 事業収支決算書 内訳（感染症防止対策経費） 】 

補助対象外経費計

（支出の部） （単位：円）

区分 内　　訳 （単価） × （数量） （単位） × （数量） （単位） ＝ (金額)
補助

対象外

整理番号 －

支出合計補助対象経費計

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

27

28

29

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

58

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57



様式４（別紙２）

【 事業収支決算書 内訳（感染症防止対策経費） 】 

（収入の部） （単位：円）

内　　訳 （単価） × （数量） （単位） × （数量） （単位） ＝ (金額)

未来へつなぐ　しが文化活動応援事業

整理番号 －

県補助額

区分

その他収入

収入合計

13

14

15

No.

17

18

19

20

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



様式４（別紙２）

【 事業収支決算書 内訳（文化活動経費） 】 

補助対象外経費計

（支出の部） （単位：円）

区分 内　　訳 （単価） × （数量） （単位） × （数量） （単位） ＝ (金額)
補助

対象外

整理番号 －

55

56

57

58

49

50

51

52

53

54

43

44

45

46

47

48

37

38

39

40

41

42

31

32

33

34

35

36

11

12

25

26

27

28

29

30

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

補助対象経費計 支出合計

No.

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10



様式４（別紙２）

【 事業収支決算書 内訳（文化活動経費） 】 

（収入の部） （単位：円）

内　　訳 （単価） × （数量） （単位） × （数量） （単位） ＝ (金額)

未来へつなぐ　しが文化活動応援事業

整理番号 －

20 その他収入

17

18

19 県補助額

14

15

16

11

12

13

8

9

10

5

6

7

2

3

4

収入合計

No. 区分

1



 

様式５（第 13 条関係） 

び 芸 本 第  号 

令和 年 月 日 

 

（申請者(団体)名） 

  （代表者 職 氏名） 様 

 

 

公益財団法人びわ湖芸術文化財団 

理事長 山中 隆     

 

 

未来へつなぐ しが文化活動応援事業補助金の額の確定について 

 

 

このことについて、令和 年 月 日付けで実績報告のあった標記補助金については、

滋賀県補助金等交付規則（昭和 48 年滋賀県規則第９号）第 13 条の規定により、滋賀県知

事が下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

事業番号  

事業名称  

確定額 金             円 

 
うち、感染症防止対策経費 金        円 

文化活動経費    金        円 

 

 



様式６（第 14条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

 

公益財団法人びわ湖芸術文化財団 

理事長 山中 隆 様 

 

 

申請者（団体） 所在地（住所） 

名称 

代表者 職・氏名                      印 

 

 

未来へつなぐ しが文化活動応援事業補助金交付請求書 

 

 

 令和 年 月 日付び芸本第  号により交付決定のあった上記事業について、下記のとおり請求し

ます。 

 

記 

 

１ 事業番号    

 

 

２ 事業名称    

 

 

３ 請求額     金       円 

 （内訳） 

  ・交付決定額  金       円 

  ・確定額    金       円 

  ・既受領済額  金       円 

  ・今回請求額  金       円 

 

 

４ 補助金振込銀行口座 

振込銀行口座 

銀行名  

支店名  

予算種別  

口座名  

口座番号  

 

 



様式７（第 16条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人びわ湖芸術文化財団 

理事長 山中 隆 様 

 

申請者（団体） 所在地（〒） 

           （住所） 

名称 

代表者 職・氏名            印 

 

未来へつなぐ しが文化活動応援事業に係る消費税および地方消費税に係る 

額の確定に伴う報告書 

 

令和 年 月 日付び芸本第  号により交付決定のあった上記事業について、未来へつなぐ しが

文化活動応援事業補助金交付要綱第 16条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業番号  

 

２ 補助金額（理事長が確定通知書により通知した額） 

  円 

 

３ 補助金の確定時における消費税および地方消費税に係る仕入控除税額 

  円 

 

４ 消費税および地方消費税に係る額の確定に伴う補助金に係る消費税 

および地方消費税に係る仕入控除税額 

  円 

 

５ 補助金返還相当額（３－２） 

  円 

 

注 １ 別紙として精算の内訳を添付すること。 

２ 課税事業者の場合であっても、単純に補助金の 10％相当額が消費税および地方消費税に係る仕入 

控除による減額等の対象額ではない。 


